
福島県職員（任期付研究員）採用選考試験受験案内

福島県総務部人事課 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
℡(024)521-7033

１．受付期間 平成２７年１１月４日(水)～１１月２５日(水)必着
※ 受付後、特に受験票等の送付は行いません。
受験番号については、試験当日の会場受付にてお知らせします。

２．採用予定年月日及び任用期間
平成２８年４月１日から平成３２年３月３１日まで（４年間）
※ 採用された日から５年を超えない範囲内で任期を延長する場合があります。

３．試験職種、採用予定人員、職務内容及び受験資格

試験職種 採用予定人員 職 務 内 容 受 験 資 格

環境 若干名 放射性核種の既存測定法の 下記の①又は②に該当する者
（放射線 簡易化、迅速化、自動化や空間 ① 博士号を有する者又は平成２８年
計測） 線量の測定技術等の開発に取 ３月までに博士課程修了見込みの者

り組むとともに、福島第一原発の で放射線計測に関する研究に従事し
廃炉作業に伴い環境へ放出さ たことのある者。
れる可能性のある放射線核種の ② 修士課程を修了し、①に相当する
本県に適した測定技術や手法 能力を有すると認められる者。
を開発する。また、モニタリング
結果の評価・活用方法に関する
研究を行う。

環境 若干名 県内で発生する廃棄物等の 下記の①又は②に該当する者
（廃棄物） 焼却や埋立、さらには利活用に ① 博士号を有する者又は平成２８年

伴う放射性物質の移行・蓄積状 ３月までに博士課程修了見込みの者
況を調査し、安全性の確認・評 で廃棄物に関する研究に従事したこ
価や長期的な生活環境への影 とのある者。
響評価等を行う。 ② 修士課程を修了し、①に相当する

能力を有すると認められる者。

環境 若干名 野生動物の生体内における 下記の①又は②に該当する者
（野生動 放射性核種の挙動、食物連鎖 ① 博士号を有する者又は平成２８年
物） による野生生物間での放射性核 ３月までに博士課程修了見込みの者

種の移行等の調査研究を行う。 で野生動物に関する研究に従事した
また、野生動物の食性を含む行 ことのある者。
動解析、年及び季節毎の野生 ② 修士課程を修了し、①に相当する
動物の行動予測・筋肉中放射性 能力を有すると認められる者。
核種濃度の変動に関する研究
等を併せて実施する。

環境 若干名 近年水質が悪化している猪苗 下記の①又は②に該当する者
（水環境） 代湖の湖水中性化のメカニズム ① 博士号を有する者又は平成２８年

や汚濁負荷原因等の解明を進 ３月までに博士課程修了見込みの者
めること等により、猪苗代湖の水 で水環境に関する研究に従事したこ
環境の改善に向けた効果的な とのある者。
方法等について検討を行う。 ② 修士課程を修了し、①に相当する

能力を有すると認められる者。

※ 地方公務員法第16条（欠格条項）に該当する者は受験できません。

４．選考方法
研究業績等の書類審査及び面接審査により、合格者を決定します。



５．試験(面接審査)期日、会場及び合格発表

期 日 試 験 会 場 合 格 発 表

平成２７年１２月３日(木) 福島県自治会館１階 平成２７年１２月１５日(火)
※ 別途通知する時間ま 福島県消費生活センター ※ 合格者の受験番号を県庁前掲示
でに試験会場に集合の 研修室 場に掲示するとともに福島県のホ
こと。 （福島市中町８番２号） ームページに掲載するほか、各受

験者に文書で合否を通知します。

６．応募手続
下記(1)の書類に必要事項を記入し、期限内に郵送又は持参により下記(2)の申込先に提出してくださ
い。
(1) 提出書類
・ 選考申込書
・ 研究業績書 用紙は、福島県のホームページから入手できます（下記「１０.その他」参照）。
・ 履歴書
・ 最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
・ 最終学校の成績証明書（厳封のこと）
・ 研究論文（学位取得論文、その他発表した論文）
・ 推薦書 １通

(2) 受験申込先
福島県生活環境部生活環境総務課 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号

℡(024)521-7155
(3) 留意事項

郵送による場合は、封筒の表に赤で「受験申込」と書いて、必ず簡易書留にして送付してください。
なお、簡易書留によらない郵送で事故が発生した場合の責任は負いません。また、受付期間内に必着
するように送付してください。
受付時間は、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までです。土日祝日は受付し

ておりません。
受付期間経過後の申込みは、一切受け付けません。

７．勤務先
福島県環境創造センター（福島県田村郡三春町深作１０番２ 田村西部工業団地内）

８．給与等
(1) 給料
一般職の任期付研究員の採用等に関する条例が適用され、研究経験年数等に基づいて給料の額が

決定されます。（例：給料月額３３５，０００円～４０１，０００円。なお、給与改定により額が変わる場合があり
ます。）
(2) 諸手当
上記給料のほか、通勤手当、期末手当、任期付研究員業績手当等がそれぞれの手当支給条件に応じ

て支給されます。

９．試験結果の開示
この試験の結果については、福島県個人情報保護条例第１７条第1項の規定により、口頭で開示を請求

することができます。
なお、電話、はがき等による請求では開示できませんので、受験者本人であることを明らかにする書類

（運転免許証、学生証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接おいでください。

開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

総合得点及び順位 合格発表日から１か月間 福島県総務部人事課 （本庁舎２階）
（福島市杉妻町2番16号）

１０．その他
(1) この試験に関し不明な点は、上記６．の(2)の受験申込先に問い合わせてください。
(2) この受験案内及び提出用紙は、福島県のホームページ ( http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01125c/)
からも入手できます。


